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１ 国・他都道府県・市町村との連携

（１）国・他都道府県との連携

消費者被害や製品事故について、国（関係省庁、国民生活センター、消費者安

全調査委員会）や他の都道府県と積極的に情報交換を行い、消費者被害の未然

防止や製品事故の拡大防止に努めます。

また、複数の都道府県にわたって悪質な訪問販売等を行っている事業者に対し

ては、国や他の都道府県と緊密な連携を図り、効果的な事業者指導を実施します。

（２）市町村との連携

消費生活相談について、市町村は消費者の身近な相談窓口として相談対応を

行い、県は中核的センターとして、市町村に対する技術的な助言や情報提供等の

実施により、市町村相談体制を支援します。

また、市町村で対応が困難な専門的な相談や広域的な相談については、市町

村から県消費生活センターへの積極的な受入れのほか、県消費生活センターの

もつ商品テスト機能を活用することによる市町郡消費生活センターの補完など、県

と市町村との連携体制の強化を図ります。

２ 消費者団体・事業者団体との連携

（１）消費者団体との連携

消費者団体との協働により、消費者学習・啓発や食の安全の普及啓発など

各地域における実践的な取組を支援します。

（２）事業者団体との連携

製造業や小売業などの各事業者団体との連携を強化し、商品等の自主基準の

作成や検査体制の強化、苦情処理体制の整備など、消費者の信頼確保に向けた

取組を促進します。

３ 弁護士会・司法書士会等との連携

金融取引や住宅リフォーム、多重債務問題など、専門的知識を必要とする相

談への対応を強化するため、弁護士会や司法書士会等専門機関との連携の強

化を図ります。
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